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ヨーロッパ域内決済機構の発展過程
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は じ め に

マーシャル ･プランにおいて欧州域内貿易の

拡大は中心的な課題の一つとなっていった｡こ

れは,各国の輸入数量管理と双務支払協定の両

者は緊密な結び付 きを持って管理貿易体制を形

作ってお り,域内貿易拡大の障害となっていた

ためである｡ 特に,決済問題は CEEC (Com一

mitteeofEuropeanEconomicCO-Operation)

の時点から重要な論点となっており,坂出,河

崎,菅原の各論文においても域内決済構築に対

する,アメリカおよび OEEC(Organizationfor

EuropeanEconomicCO-Operation)各国の対

応 ･関与が随所で論 じられている1)｡

したがって,本稿では,上記の各論文におい

てそれぞれに欧州域内決済制度についての説明

をおこなう煩を避けるため,マーシャル ･プラ

ンの開始から欧州決済同盟 (EPU)に至る域

内決済システムの変遷についての概括をおこな

う｡ なお,域内決済機構の構築については,ヨー

ロッパ側のイニシアティブを一方的に強調する

Milwardの見解が存在する2)｡しかし,本稿で

は域内決済機構の構築過程をアメリカの政策の

挫折過程とは見ず,アメリカの政策および援助

資金の影響を重視する点で,Milward以前の

伝統的な見解を踏襲 していると言ってよい3)｡

1) 本特集,坂出健 ｢マーシャルプラン期におけるアメリ

カの欧州統合政策｣,河崎信樹 ｢ヨーロッパ決済同盟成

立以前における西 ドイツ貿易とマーシャル ･プラン-

西 ドイツ復興過程におけるマーシャル ･プランの意義に

関する一考察- ｣,菅原歩 ｢マーシャル ･プラン期イ

ギリスのポンド政策とスターリング圏｣｡

2) A.Mllward,TheReconstructionof WesternEurope

1945151,London,1984,Chap6,Chap.10

3) Mllwardを含む,マーシャル ･プランに対する修正

主義的見解とそれ以外の見解についての整理について/

本稿で対象とするのは,(91947年11月成立の

多角的通貨相殺協定 (TheFirstAgreement

onMultilateralMonetaryCompensation),②

1948年10月成立の第一次欧州域内決済 ･相殺協

定 (TheFirstAgreementforlntra-European

PaymentsandCompensation),③1949年 9月

成立の第二次欧州域内決済 ･相殺協定 (The

Agreementforlntra-EuropeanPaymentsand

Compensationfor1949-1950),④1950年9月

成立 の欧州 決 済 同盟 (TheEuropeanPay-

mentsUnion,EPU),の継続して結ばれていっ

た4つの協定である4)｡以下では便宜上,①を

1947年協定,②を1948年協定,③を1949年協定

と略称することもある｡

Ⅰ 多角的通貨相殺協定

1947年協定は,同年11月に調印され,実施期

間は1947年12月より1948年 6月までであった｡

参加国は,常時参加国として,ベルギー ･ルク

センブルク,オランダ,フランス,イタリア,

ドイツ英米占領地区 (1948年より),であ り,

臨時参加国としては,オース トリア,デンマー

ク,ギリシャ,ノルウェー,ポル トガル,ス

ウェーデン,イギリス, ドイツ仏占領地区,で

ある｡ 常時参加国は,以下で述べる ｢第一種清

＼は,本特集,坂出健 ･河晴信樹 ｢マーシャルプランと戦

後世界秩序の形成｣｡また,マーシャル ･プランの範囲

を,直接的 ･間接的な資金援助と,その資金との関連で

設立された諸機関 (ECA,OEEC,EPUなど)によっ

て実施された政策,として捉える見解については,本特

集,河晴信樹 ｢ヨーロッパ決済同盟成立以前における西

ドイツ貿易とマーシャルプラン｣｡

4) 各協定の参加国,実施期間,制度の特徴などについて

は,基本的に ｢欧州決済同盟(上)(中)(下)｣『東京銀行

月報』1950年10月,11月,12月,による｡以下,制度的

な叙述に関して特に注記がない場合は,同論文に基づく

ものである｡
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算｣に自動的に参加する国であり,臨時参加国

は,｢第一種清算｣での参加が任意とされる国

である｡

協定によって相殺されるのは,既存の双務協

定の各国の収支尻の部分である｡相殺は月ごと

におこなわれ,その業務のための代行機関とし

て国際決済銀行が利用された｡相殺には ｢第一

種清算｣と ｢第二種清算｣とがある｡｢第一種

清算｣は,債権 ･債務両方を有する各国を連環

上に配置した上での単純相殺である｡ この単純

相殺の環に常時加盟国は自動的に組み込まれ,

臨時参加国は任意で参加する｡｢第一種清算｣
には債権 ･債務両方を有する国でなければ参加

できないが,それでは,相殺の範囲が非常に限

定される｡｢第二種清算｣は,債権 ･債務の一

部振替えによって,一方的な債権国や債務国も

参加 しうるようになっている5)｡ただし,｢第

二種清算｣-の参加は各国とも任意である｡ そ

れは,｢振替え｣の利用は関係各国の同意を必

要とするためである｡

協定実施期間に決済された額は,｢第一種清

算｣により500万 ドル,｢第二種清算｣により

4660万 ドルである6)｡協定期間中の域内貿易総

額は明らかではないが,1947年12月を例に取る

と,一ケ月間の各国収支尻総額は7億6210万 ド

ルだったが,｢第-種清算｣がおこなわれたの

は170万 ドル,約 2%であった7)｡そのため

1947年協定は十分な実効性を持たなかったと評

されている8)｡

1947年協定の問題点として,まず常時加盟国

が少なかったことがあげられる｡ そのため,一

方的な黒字国,赤字国が生 じやす くなり,｢第

一種清算｣の額が制限された｡また,｢第二種

清算｣の問題点としては,各国とも ｢強い通貨

5) 振替えの方法については,西倉高明 『基軸通貨 ドルの

形成』勤葦書房,1998年,15ト152ページ｡
6) 東京銀行調査部訳 『国際決済銀行年次報告書 第16巻

(1950-1951)』日本経済評論社,1979年,324ページ｡
7) R Bean,"EuropeanMultinationalClearing,"Jour-

nalofPoliticalEconomy,Vo156,1948,p408

8) w Dlebold,TradeandPaymentsinWesternEurope:

A StudyinEconomicCooperation1947151,New York,

1952,pp.25127,Milward,op.cit.,p.263
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国に対する債権｣を有する場合,それを ｢弱い

通貨国に対する債務｣と相殺する振替えには利

用 したがらず,｢強い通貨国に村する債務｣と

相殺する振替えに利用しようとするため,｢弱

い通貨国に対する債務｣が残 りやす くなること

がある9)｡また,逆に ｢弱い通貨国に対する債

権｣を ｢強い通貨国対する債務｣の支払に利用

したいという誘因も働 くが,この場合は,その

｢強い通貨国｣が振替えによる ｢弱い通貨国に

対する債権｣での支払を認めない｡したがって,

｢弱い通貨国に対する債権｣も残 りやす くなる

のである｡

ⅠⅠ 第一次欧州城内決済 ･相殺協定

1948年協定は,同年10月に調印され,実施期

間は1948年10月より1949年 6月までであった｡

参加国は,オース トリア,ベルギー ･ルクセン

ブルク,デンマーク,フランス,ギリシャ,イ

タリア,オランダ,ノルウェー,スウェーデン,

トルコ,イギリス, ドイツ英米地区, ドイツ仏

地区,である｡

1948年協定は,既存の双務協定を基礎としそ

の各国収支尻を決済する点では前年の協定と同

様である｡ また,｢第-種清算｣｢第二種清算｣

の分類も引き継がれている｡ しかし,1948年協

定では,｢第-種清算｣の環が成立する場合全

参加国が自動的にそれに組み込まれる｡ した

がって,1947年協定の常時参加国 ･臨時参加国

の区別はなくなっている｡｢第二種清算｣-の

任意参加は継続されている｡

1948年協定の最大の特徴は,｢引出し権｣制

度の導入である｡引出し権とは,域内貿易黒字

国 (債権国)が赤字国 (債務国)に対 して,倭

権の一部を自国通貨で贈与するために事前に設

定しておく贈与可能枠である｡ したがって,域

内貿易黒字国 (債権国)は域内貿易赤字国 (倭

務国)に対して援助をおこなうこととなるため,

引出し権制度は,｢小マーシャル ･プラン｣あ

9) ｢西欧における多角的通貨決済協定｣『調査月報』大

蔵省,第38巻11号,1949年,4ページ,西倉,前掲書,
153ベーン.
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るいは ｢第二マーシャル ･プラン｣と呼ばれる

こともある10)｡ただし,域内貿易黒字国は一方

的に援助をおこなっているのではなく,赤字国

による引出し権利用額と同額のドル援助をアメ

リカから受取る｡ アメリカから域内貿易黒字国

への,引出し権に伴う援助は ｢条件付き援助｣

と呼ばれる｡1947年協定においてはアメリカの

資金は域内決済に利用されなかったが,1948年

協定では,マーシャル援助と域内決済が結び付

けられた｡これも,引出し権創設の大きな意義

である｡

マーシャル援助配分の原則は,西欧各国の対

西半球 (ドル圏)赤字を基礎とすることであっ

たが,引出し権がマーシャル援助と結び付いた

ため,実際の援助配分にあたっては域内貿易の

状況による修正が加えられることとなった｡ま

ず,マーシャル援助配分決定の第一段階として,

西欧各国の対西半球収支を基準とした配分額が

算出される｡ さらに第二段階として,西欧各国

の域内貿易の収支状況によりその援助が再配分

される｡ そのため,域内貿易赤字国の場合,

｢対西半球赤字+対西欧赤字-純援助受取額｣,

域内貿易黒字国の方は,｢対西半球赤字一対西

欧黒字-純援助受取額｣という算出がさなれ,

その数字が利用される場合もある11)｡

しかし,各国の純援助受取額の算出は実際に

はこのように単純ではない｡それは,対西半球

赤字に対してはドルで援助が与えられ,域内黒

字国から域内赤字国への援助は各黒字国通貨で

与えられるためである｡ したがって,マーシャ

ル援助配分の第一段階での,西欧各国の対西半

球赤字によって算定された援助総額自体は,第

二段階の域内貿易収支に基づく調整によっても

変化しない｡それは,各国が通常のマーシャル

援助に対する ｢見返 り資金｣を,自国に対する

赤字国-の贈与に利用 している,と考えれば分

かる｡ 以上の点から,｢純援助受取額｣という

10) ｢西欧における多角的通貨決済協定｣『調査月報』 4

ページ,Mllward,op.cit.,p 271.
ll) ｢欧州決済同盟について(上)｣『東京銀行月報』789
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概念は, ドルと西欧各国通貨の間の何らかの共

通単位を利用すれば算出は可能であるが,西欧

各国通貨が交換性を持たない状態では,それを

各国がマーシャル援助から受けた利益の確定の

ために使用する場合には注意が必要である12)｡

引出し権とマーシャル援助が結び付いたこと

による効果は,西欧域内黒字国は,事実上,域

内黒字によって対西半球赤字が相殺できること

であり,その一方で,域内赤字国の場合,自国

通貨が引出し権受取り相当額だけ交換性を有す

るようになったという点である13)｡これにより,

1947年協定の ｢第二種清算｣で問題となった,

各国の収支ポジションにより,｢弱い通貨国｣
の債権 ･債務が残りやすいという点が改善され

ることとなり,域内貿易拡大の可能性が増すこ

ととなるのである｡

1948年協定による域内貿易決済額は,｢第一

種清算｣が9940万 ドル,｢第二種清算｣が430万

ドルであり,引出し権は約8億 ドルの設定額に

対し6億7700万 ドルが利用された｡協定期間中

の域内貿易総額 (各国の村西欧輸出額合計)は

約80億 ドルであった｡

したがって,｢第一種清算｣｢第二種清算｣｢引

出し権｣全体で,域内貿易の約10%が決済され

たこととなる14)｡

しかし,この引出し権制度にもいくつかの問

題があった｡ 第一には,設定された引出し権の

内未使用の部分が多いということである｡引出

し権は,事前に前年度の貿易実績に基づく見込

みによって設定されるのであるが,この時に域

内貿易黒字国は,｢間接援助｣によって得られ

るドルを求めて,引出し権を過大に見積もり,

赤字国の方も当該年の輸入を容易にするため同

様に引出し権を過大に受取ろうとする｡ その結

12) 本特集,河晴信樹 ｢ヨーロッパ決済同盟成立以前にお

ける西 ドイツ貿易とマーシャルプラン｣が,引出し権制

度の西 ドイツ-の影響に関する Abelshauserの評価 を

紹介 し,批判的検討を加えている｡

13) ｢ヨーロッパ経済統合の諸問題｣『東京銀行 月報』

1950年 5月,12ページ｡

14) 『国際決済銀行年次報告書 第16巻』324ページ,

Dlebold,op.clt.,P.50
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果,引出し権の過大に設定された部分が最終的

には未使用分となるのである｡ また,引出し権

の過大設定は別としても,単に事前の貿易収支

見込みと実際の貿易の結果が異なったために引

出し権の未使用が生じることもある｡ なお,引

出し権の未使用が生じた場合,引出し権利用に

伴 う ｢条件付 き援助｣用に準備 された ドルは

ECAに返還される｡ 問題点の第二のものは,

引出し権に伴うドル援助の枠が事前に定まって

いることにより,域内貿易の増加も事前に限度

が課されているということである｡ 第三は,引

出し権制度も既存の双務協定を基礎にしている

ため,貿易の方向が固定されているということ

である｡ 特に,輸入側は高値輸入をおこなわざ

るを得なる場合があり,それを避けようとする

と輸入をおこなわないということとなり,今度

は引出し権が未使用となる｡ 第四には,城内黒

字国は,引出し権制度によって域内輸出によっ

て ドルを得ることができるため,村西半球輸出

を増加させる誘因が働かなくなることである｡

問題点の第三,第四は,いずれも欧州内の物価

高をもたらすという点で共通している15)｡

以上の問題の第一,第二,第三のものは,い

ずれも,双務協定とそれを基礎とした引出し権

の固走性から生じているものである｡ したがっ

て,次年度の協定の交渉に当たってまず問題と

なったのは,引出し権の多角化であった｡

ⅠⅠⅠ 第二次欧州域内決済 ･相殺協定

1949年協定は,同年 9月に調印され,実施期

間は1949年 9月より1950年 6月までであった｡

参加国は,オース トリア,ベルギー ･ルクセン

ブルク,デンマーク,フランス,ギリシャ,イ

タリア,オランダ,ノルウェー,ポル トガル,

スウェーデン, トルコ,イギリス,西 ドイツ,

である｡1948年協走時と異なるのは,英米地区,

仏地区と分かれていたドイツが西 ドイツとなっ

たことと,新たにポルトガルが参加 したことで

ある｡

15) 以上の問題点は,｢西欧における多角的通貨相殺協定｣

『調査月報』14ページ,による｡
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1949年協定も,双務協定を基礎としその収支

尻を決済する点,｢第一種清算｣への各国自動

参加,｢第二種清算｣への各国任意参加,を1947

午,1948年協定より引き継いでいる｡ また,引

出し権制度も1948年協定より引き継がれている｡

1949年協定の特徴は,前年度には二国間で固

定化されて設定されていた引出し権が一部多角

化されたことである｡ 多角的引出し権の部分は,

受取 り国が各国に対する支払いに利用すること

ができる｡ ただし,引出し権が多角化されたの

は全体の25%であり,残 り75%は固定されたま

まであった｡

引出し権の一部多角化により,その設定方法

にも一部変化が生じた｡まず,引出し権の双務

的部分が,1948年協定と同様に設定される｡ そ

して,引出し権の双務的部分の設定を受けて,

引出し権受取 り国から見て,双務的引出し権受

取 り総額の三分の一に相当する額を引出し権の

多角的部分としてさらに設定する｡ また,引出

し権の一部多角化は,その利用に伴うアメリカ

から債権国-の ｢条件付き援助｣供与の修正も

必要とした｡交渉時は,多角的引出し権利用に

よって供与される ｢条件付き援助｣の資金源と

して,欧州各国の共通のドル ･プールを設定す

ることが考えられていた16)｡しかし,この案は

実現されず,多角的引出し権に伴う ｢条件付き

援助｣も各国ごとに供与されることとなった｡

ただし,引出し権の多角的部分がどの債権国に

対して利用されるかは事後的にしか分からない

のに対 し,｢条件付 き援助｣を含むマーシャル

援助の配分は事前に決定されている｡ 共通プー

ル案もこの問題対処するために出されたもので

あった｡しかし,実際には,多角的引出し権利

用に伴う ｢条件付き援助｣も,双務的引出し権

設定額の比率を基にした,事前の見込みによっ

て配分されることとなった17)｡

引出し権の設定額は,双務的引出し権が約 6

億3000万 ドル,多角的引出し権が約 1億7000万

ドルであった｡ただし,双務的引出し権の設定

16) 同上論文,16ページ,Diebold,op.cit.,p 73.

17) Diebold,op.cit,,p 73.
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額は協定期間中に変更され,約 5億 ドルとされ

た｡また,域内貿易における大幅な黒字が予想

されたベルギーは,特別に引出し権 1億1250万

ドルの設定をおこなった18)｡

1949年協定による域内貿易決済額は,｢第一

種清算｣が6300万 ドル,｢第二種清算｣が8640

万 ドル,｢双務的引出し権｣の利用が4億9940万

ドル,｢多角的引出し権｣の利用が約 1億5320

万 ドル,ベルギーの特別引出し権の利用が5010

万 ドル,であった19)｡協定期間中の域内貿易総

額 (各国の対西欧輸出合計)は約86億 ドルであ

り,1949年協定でも,域内貿易の約10%が決済

されたことになる20)｡

1949年協定の運用は,1949年 9月以降の西欧

各国通貨の調整という外部的に生じた問題によ

り大きな影響を受けた｡まず,西欧各国通貨の

対 ドル切下げにより,事前にドル建てで設定さ

れている引出し権は,各国通貨建てで見た場合

過大となった｡そのため,双務的引出し権は協

定期間中に変更された｡さらに,欧州各国の対

ドル切下げ率の違いが,事前の見込みとは異な

る貿易の流れをもたらすこととなった21)｡

しかし,1949年協定自体にも問題はあった｡

第一には,引出し権の75%を占める双務的部分

に関しては,1948年協定の引出し権と同様の間

18) ベルギーの貿易ポジションは独特であった｡マーシャ

ル援助配分および引出し権設定のための貿易収支見込み

においてベルギーは,対西半球収支赤字約 2億 ドルに対

し,域内収支黒字は約 4億 ドルとされた｡引出し権制度

は,参加国の対西半球赤字が域内黒字を上回っているこ

とを前提 としており,ベルギー以外はそれにあてはまっ

ていた｡通常の引出 し権制度によってベルギーが設定で

きる引出し権は2億 ドルが限度である｡ベルギーの域内

黒字と西半球赤字の差額 2億 ドルは,イギリス,フラン

ス,オランダに対する黒字と見なされた｡そのため,ベ

ルギーは,① この3ヶ国に対 して合計8750万 ドルまで信

用供与をおこない,② 3ヶ国に対 して合計1.125億 ドル

の特別の追加引出し権を設定 した｡またこれに伴いアメ

リカからベルギーへの ドル援助 も増加され,ベルギーは

この ドルの使途を指定されないこととされた｡Ibid,p

76,｢西欧における多角的通貨相殺協定｣『調査月報』16

ベーン0

19) 『国際決済銀行年次報告 第16巻』320,324ページ｡

20) Dledold,op.cit.,p 84

21) ｢欧州決済同盟 について(上)｣『東京銀行月報』27
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題が残っていたことである｡ 第二には,新たに

導入された引出し権の多角的部分についても,

｢条件付き援助｣の配分の問題によって,双務

的引出し権を基礎として決定されたことである｡

また,債務国による多角的引出し権の振向け先

も,双務協定での黒字国の影響を受けて決定さ

れた｡したがって,1949年協定も,基本的に双

務協定の影響を大きく受けたものであったとい

うことになる｡

ⅠⅤ 欧州決済同盟

欧州決済同盟 (以下 EPU)設立の協定は,

1950年 9月に調印された｡当初の協定存続期間

は,遡及して協定が実施される1950年 7月から

1952年 6月までの二年間とされた｡加盟国は,

1949年協定の13ヶ国にアイスランドとスイスを

加えた15ヶ国である｡

EPUの基本は,既存の双務的貿易 ･決済を

否定し,加盟各国は対西欧貿易の収支尻を一括

して同盟との債権 ･債務関係に置き換えるとい

うものである｡ したがって,EPUは双務協定

を基礎とした1948年 ･1949年協定とは一線を画

する決済機構 として設立されたのである22)｡

EPU設立の結果,加盟各国の通貨は欧州城内

での交換性を獲得することとなり,それにより,

各国は貿易相手国ごとの二国間収支を考慮する

必要がなくなり,加盟国全体に村する収支の合

計のみを考慮すればよくなり,最終的に,加盟

各国は特定国に対する輸入制限をおこなう必要

がなくなる｡ したがって,EPUは,それと並

行して進められた域内貿易の自由化と拡大に直

接貢献するものであった｡

加盟各国の EPUに対する債権あるいは債務

が一定限度以上累積した場合,金決済がおこな

われる｡ この金決済にあたって,EPUに対す

る債権国と,EPUに対する債務国とで支払い

の条件を変えている点が EPUの特徴の一つで

ある｡

まず,各国の EPUに対する債権 ･債務双方

22) Diebold,op.cit"p 87
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の累積限度を決定するための基準として,｢割

当て額 (Quota,クオータ)｣が定められるo

クオータは,各国ごとに対 EPU加盟国の経常

取引き総額の15%相当額 とされる｡

以下,EPU に対する債務国の場合について

述べる｡ クオータは20%ごとに5分割され,そ

の国の債務の額がクオータのどれだけに相当す

るかにより,金支払いとEPUからの信用受取

りの比率は異なる｡ まず,債務がクオータの

20%以内なら,金決済はおこなわれず,全額

EPUの信用供与となる｡ 債務の,クオータの

20-40010に相当する部分は,その20%が金決済

となる｡同様に,40-60%に相当する部分は,そ

の40%が金決済となる｡さらに,60-80%に相

当する部分は,その60%が金決済となる｡ さら

に,80-100%に相当する部分は,その80%が金

決済となる｡100%を超える部分は全額金決済

となる｡したがって,例えば,クオータと同額の

債務の場合,全体の金決済比率は40%となる23)｡

債務国に関しては,金決済の負担をなるべ く軽

減した上で,多大な赤字は避けるような誘因を

与えるということが意図されていることとなる｡

次に,EPU に対する債権国の場合について

述べる｡ 債権国の場合もクオータの5分割は債

務国と同様である｡ 債権国は,まずクオータの

20%までであれば EPU より金支払いを受けず,

全額 EPUへ信用を供与する｡ ただし,それ以

上は,全て金決済の比率は50%である｡

以上より,EPUが債務国から受取る金と,

債権国に支払う金の額が一致せず,EPUが債

権国に対して支払う金に不足するという事態が

生じ得る｡ この差額を埋めるために,マーシャ

ル援助より3億5000万 ドルが充てられることと

された｡

さらにEPU においては,極端な収支不均衡

23) 簡単に,ある加盟国の EPU に対する債務を100とし,

その国のクオータも100として考えると,金決済額は,

(20×0)+(20×0.2)+(20×0.4)+(20×0.6)十(20×

0.8)-40である｡また例えば,同じ加盟国の債務が60の

場合の金決済額は,(20×0)+(20×0.2)+(20×0.4)-

12である｡｢欧州決済同盟 について(中)｣『東京銀行月

報』24ページ｡
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に対処するため ｢当初残高｣というものが設定

された｡これにより,対仝加盟国貿易で黒字が

見込まれた,ベルギー,イギリス,スウェーデ

ンの EPU勘定は,協定発足時より借方残高が

設定され,赤字が見込まれた,オース トリア,

ギリシャ,アイスランド,オランダ,ノルウェー,

トルコは当初より貸方残高が設定される｡ただ

し,黒字見込み国は,当初借方残高に相当する

額の ｢条件付き援助｣をアメリカから受け,赤

字見込み国は,当初貸方残高に相当する額を見

返 り資金として積み立てることとされた｡

これらの措置にもかかわらず,ある加盟国が

極端な赤字となり,金準備の枯渇に瀕した場合,

その国は輸入制限を導入できる｡ただし,その

制限は,特定国を対象とせず,できるだけ無差

別でなければならない｡

また,EPU勘定には,基本的にはドルと等

価の同盟計算単位 (EPUUnit)が利用される

が,加盟国は,協定によって特定加盟国の通貨

によって債権を記帳することもできる｡ これは,

加盟各国およびアメリカのイギリスに対する譲

歩によって生じたものである24)｡

以上が,EPU の概要である｡EPU協定は

1952年6月に更新が決定され,その後 1年ごと

に更新され続け,1958年12月の西欧各国通貨の

経常取引きにおける交換性回復をもって解散さ

れるまで,域内決済の運営を担った25)｡

24) アメリカはまたベルギーに対する調整もおこなった｡

①ベルギーはクオータが前年貿易額の10%に設定され,

黒字が大 きくなった場合の金決済の可能性が高められた｡

②ベルギーに対 してアメリカより直接援助が与えられた｡

また,当初残高の設定についても,それに見合う ｢条件

付 き援助｣が与えられることによりベルギーにとって受

け入れ可能となった｡奥田宏司 ｢アメリカの IMF体制

構築戦略の変容- EPUの成立 とポンド･スターリン

グ- ｣(川端正久編 『1940年代の世界政治』 ミネル

ヴァ書房,1988年)97-98ページ｡

25) EPU解散以降,欧州域内の通貨協力を担ったのは,

EMA(EuropeanMonetaryAgreement)である｡EMA

は1955年に調印されており,その時点で EPU解散に伴

う発効が定められていた｡EMAの下で,域内固定相場

維持のためにヨーロッパ基金 (EuropeanFund)が設

けられた｡ヨーロッパ基金は,加盟国拠出金3.36億 ドル,

EPUからの振替え金2.7億 ドルよりなる｡EPUからの

振替え金の内,1.23億 ドルは米財務省負担金であった｡

EMAについては,西倉,前掲書,第 8章｡
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あ わ り に

欧州域内決済システムは,1949年協定までは,

双務協定を基礎としていた｡しかし,その中で

ち,1948年協定の引出し権導入,1949年協定の

引出し権の一部多角化という発展が見られた｡

また,この発展を可能にしたのは域内決済への

マーシャル援助の利用であった｡さらに,1950

年の欧州決済同盟は,収支尻の双務的取扱を一

切排することにより,域内での通貨交換性,多

角決済を実現した｡この EPU設立にあたって

もアメリカ側のイニシアティブがイギリス,ベ

ルギーの交渉のデッドロックからの脱却をもた

らした｡欧州各国の利害が複雑であったことは,

アメリカの排除をもたらすものではなく,むし

ろアメリカによる調整を必要とさせたと言える

だろう｡EPU設立により,欧州域内貿易の自

由化と拡大の条件も整備された26)｡EPUの下

での,欧州各国の貿易 ･通貨の動向についての

検討は今後の課題としたい｡

26) 本特集,河晴信樹 ｢ヨーロッパ決済同盟成立以前にお

ける西 ドイツ貿易とマーシャルプラン｣では,EPU設

立が域内貿易拡大をもたらしたことが, ドイツを中心に

して具体的に論じられている｡




